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【
問
い
合
わ
せ
】
国
保
年
金
課

●
国
保
税
に
つ
い
て
　
賦
課
担
当
　
☎（
55
）
2
7
5
2

●
医
療
費
の
通
知
、
特
定
健
診
、
後
発
医
薬
品
の
差
額
通
知
に
つ
い
て

　
保
険
給
付
担
当
　
☎（
55
）
2
7
5
1

平成27年度から
国民健康保険税の
　　　　　課税限度額などが変わります

　国民健康保険は、皆さんが病気やけがをしたときに安心して
医療機関にかかることができるよう、お互いに助け合う医療保
険制度です。
　今回は、課税限度額の改正や、軽減制度の拡充などについて
お知らせします。

　

国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
国
保
）
は
、
国
・

県
の
負
担
金
や
、
市
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
の
ほ
か
、
加
入
者
が
納
め
る
国
民
健
康
保
険

税
（
以
下
、
国
保
税
）
を
財
源
と
し
て
運
営
し

て
い
ま
す
。

　

国
保
の
加
入
者
は
、
高
齢
者
や
失
業
者
な
ど

比
較
的
所
得
の
少
な
い
人
が
多
く
、
構
造
的
な

課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
が
、
近
年
、
医
療
技
術

の
高
度
化
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
年
々

医
療
費
が
ふ
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
富
士
市
で
も
医
療
費
通
知
の
発

送
や
、
特
定
健
診
の
受
診
率
の
向
上
、
後
発
医

薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の
差
額
通
知

の
発
送
な
ど
、
医
療
費
の
適
正
化
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

ふ
え
続
け
る
医
療
費
と

　

国
民
健
康
保
険
の
厳
し
い
財
政
状
況

　

国
保
税
は
、
加
入
者
の
所
得
な
ど
に
応
じ
、

基
礎
分
（
医
療
給
付
分
）、
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
、
介
護
納
付
金
分
（
40
〜
64
歳
の
加
入
者

の
み
）
を
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
、
合
算
し
た
も
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
課
税
の
上
限
が
設
定
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
を
課
税
限
度
額
と
言
い
ま
す
。

　

高
所
得
者
に
応
分
の
負
担
を
求
め
、
中
・
低

所
得
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
目
的
で
、
平
成
26

年
3
月
に
国
の
課
税
限
度
額
の
基
準
額
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
富
士
市
で
も

平
成
27
年
度
か
ら
国
保
税
の
課
税
限
度
額
を
改

正
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
し
い
課
税
限
度
額
は
、
左
表
の
と
お
り
で

す
。

国
保
税
の
課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

低
所
得
者
へ
の
国
保
税
の
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
、
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
の
国
保
加
入

者
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
を
含
む
）
の
所
得

の
合
計
額
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
そ
の
世

帯
の
均
等
割
と
平
等
割
を
7
割
、
5
割
、
ま
た

は
2
割
軽
減
し
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
度
か
ら

は
、
国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
5
割
と
2
割
の

軽
減
対
象
に
な
る
所
得
の
基
準
額
が
引
き
上
げ

ら
れ
、
軽
減
対
象
世
帯
が
拡
充
さ
れ
ま
す
。

※
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
…
後
期
高
齢
者
医
療

　

制
度
の
加
入
者
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
国
保

　

資
格
を
喪
失
し
た
人
で
、
引
き
続
き
同
一
世

　

帯
に
属
す
る
人
の
こ
と
。

低
所
得
者
の
軽
減
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
す

※

課税限度額 改正前 改正後

基礎分
（医療給付分）   51万円（改正なし）

後期高齢者支援金分 14万円 16万円

介護納付金分
（40〜64歳の加入者） 12万円 14万円

合計額 77万円 81万円

課税限度額の改正内容

軽減の割合 所得基準額

7 割軽減 33万円以下（改正なし）

5 割軽減
改正後 33万円 +26万円

    ×被保険者数

改正前   33万円 +24.5万円
    ×被保険者数

2 割軽減
改正後 33万円 +47万円

    ×被保険者数

改正前 33万円 +45万円
    ×被保険者数

軽減対象になる所得基準額

★被保険者数には、特定同一世帯所属者を含む。

★

★

★

★

〈医療給付総額の推移〉


